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要
旨

本
法
律
案
は

酒
類
小
売
業
に
係
る
免
許
に
関
す
る
規
制
緩
和
の
進
展
等
に
伴
う
酒
類
業
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え

、

、

酒
類
販
売
業
等
の
免
許
の
要
件
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
酒
類
小
売
業
者
は
酒
類
販
売
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
す
る
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
酒
税
法
の
一
部
改
正

税
務
署
長
が
酒
類
販
売
業
等
の
免
許
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
要
件
と
し
て
、
免
許
の
申
請
者
が
未
成
年
者
飲
酒
禁
止

法
若
し
く
は
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
等
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
刑
法
等
に
定
め
る
一
定
の

罪
を
犯
し
た
こ
と
に
よ
り
、
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
っ
た
日
等
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
者
で
あ
る

場
合
を
加
え
る
。

二
、
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

財
務
大
臣
は
、
未
成
年
者
の
飲
酒
防
止
に
関
す
る
表
示
基
準
等
の
酒
類
の
表
示
基
準
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
、
こ
れ
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に
違
反
し
て
い
る
酒
類
販
売
業
者
等
に
対
し
、
個
別
に
遵
守
命
令
を
発
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

２

酒
類
小
売
業
者
は
、
販
売
場
ご
と
に
、
酒
類
の
販
売
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
か
ら
酒
類
販
売
管
理
者
を
選
任
し
、

酒
類
小
売
業
者
又
は
酒
類
の
販
売
業
務
に
従
事
す
る
使
用
人
等
に
対
し
、
酒
類
の
販
売
業
務
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
遵

守
し
て
そ
の
業
務
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
助
言
又
は
指
導
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
酒
類
販

売
管
理
者
に
対
す
る
研
修
、
財
務
大
臣
が
す
る
酒
類
販
売
管
理
者
の
解
任
の
勧
告
等
の
規
定
を
設
け
る
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


